
                

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASH RADAR ＰＢシステム 

クラウドコンピューティング 
 

株式会社エヌエムシイ 

 令和5年8月1日発行（毎週火曜日発行） 

電話 03-5354-5201  FAX 03-5354-5231 

第 ６２２号 

NMC    通信 
●●● インボイス制度対応リリースに関する「よくあるご質問」 

■■■ 夏季休業日のお知らせ ■■■ 

8/11(祝)から8/16(水)までは本社業務ならびにサポートセンターの営業をお休みさせていただきます。 

お客様にはご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

◆取引先ごとの 【適格区分】 の設定をお勧めします 

「取引先設定」で 【適格区分】（適格／免税）の設定をしない場合は、10 月以降の仕訳入力の

際、経過措置区分 [100／80] を手動で選択することになります。 スムーズかつ確実にインボ

イス経過措置の処理を行うため、9 月までに「取引先設定」の整備をお勧めします。 （運用のヒント） 

◆インボイス制度対応を機に、「取引先設定」 の活用をご検討ください。 

仕訳入力にあたり 「取引先設定」 の活用は必須ではありませんので、従来のとおり補助科目で

取引先を管理する運用でも問題はありません。 しかしインボイス対応を機に、「取引先設定」の

活用を検討されるお客様が多いです。 （運用のヒント） 

８/１０(木) ８/１１(祝) ～ ８/１６(水) ８/１７(木) 

通常営業（10:00～17:00） 休み 通常営業（10:00～17:00） 

Ａ．はい、問題ありません。取引先の状況に応じて適格区分を変更してください。 

◆登録済みの仕訳には影響しません。 

「取引先設定」で【適格区分】（適格⇔免税）の変更をした場合、それ以降に入力する仕訳から、

経過措置区分の判定も変更されます。登録済み仕訳の経過措置区分は影響を受けません。 
（運用のヒント） 

7月12日にインボイス制度対応に関する各種リリースを行いました。リリース後に 

サポートセンターに寄せられたお問い合わせのうち「取引先」に関するものをご紹介します。 

Ａ．取引先設定の「適格事業者番号」は仕訳の入力や出力帳票には反映されないため、未登録でも問題ありません。 

Ａ．取引先を選択しなくても仕訳の経過措置欄で [100／80] の区分を変更することが可能です。  

取引先を選択するとこの経過措置区分が自動判定されるため、選択ミスを防止するメリットがあります。 


